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研修・技能実習制度の見直しに係る法務省令の改正・制定の概要

※ （用例）は文末

１ 研修・技能実習に係る上陸基準の概要

（１）「技能実習１号イ」及び「技能実習１号ロ」に係る主な基準

ア 技能実習生の保護に係る主な要件

（ア）講習において技能実習生の法的保護に必要な情報に係る講義を義務付け

（「技能実習１号ロ」では専門的知識を有する外部講師が行う）（実イ－７，

実ロ－８）

（イ）技能実習生の技能等の修得活動前に実習実施機関等が労働者災害補償保険

に係る保険関係の成立の届出等の措置を講じていること（実イ－１５，実ロ

－１２）

（ウ）監理団体による技能実習生のための相談体制の構築（団体１－４）

（エ）実習実施機関での技能実習が継続不能となった場合，監理団体が技能実習

生の新たな受入れ先確保に努めること(団体１－５)

（オ）技能実習生の帰国旅費等の確保（帰国担保措置）（実イ－１６，実ロ－１

３）（「技能実習１号イ」では実習実施機関，「技能実習１号ロ」では監理団

体が確保）

イ 団体による監理の強化に係る主な要件

（ア）３か月に１回以上監理団体の役員による技能実習の監査を実施し，その結

果を地方入国管理局へ報告すること(団体１－３)

（イ）技能実習に係る技能等について一定の知識等を有し，適正な技能実習計画

を策定する能力のある役職員（当該団体の監理の下で技能実習を実施する実

習実施機関の役職員を兼務する者を除く。）が当該計画を策定すること(団

体１－７)

（ウ）１か月に１回以上監理団体の役職員が実習実施機関を訪問し，技能実習実

施状況の確認及び指導を行うこと(団体１－８)

ウ 技能実習生受入れに係る欠格要件

（ア）受入れ側の機関又はその役員等が，研修又は技能実習に係る不正行為を一

定期間（行為の重大性に応じて５年間，３年間又は１年間）行っていないこ

と（対象となる事由を省令で明確化）（実イ－１８，１９，実ロ－１６，１

７，３１，３６）

（イ）受入れ側の機関又はその役員等が，入管法，労基法等の労働関係法令に規

定する罪により刑に処せられたことがある場合には，その執行を終わり，又

は執行を受けることがなくなった日から５年を経過していること（実イ－２

１，実ロ－１９，３３，３８）
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（ウ）受入れ側の機関の役員等が，過去５年間に他の機関で役員等として研修又

は技能実習の監理等に従事したことがある場合には，その在任中に当該他の

機関が不正行為を行い，一定期間研修生及び技能実習生の受入れを認められ

ないこととされている場合には，当該期間が経過していること（実イ－２２，

実ロ－２０，３４，３９）

（エ）送出し側の機関又はその役員等が，過去５年間，外国人に不正に在留資格

認定証明書の交付等を受けさせる目的で，偽変造文書等の行使等を行ってい

ないこと（実イ－２３，実ロ－４０）

エ 不当な金品徴収等の禁止に係る要件

（ア）送出し機関等が技能実習生等から保証金等を徴収し，又は労働契約の不履

行に係る違約金を定める契約等が行われていないこと（実イ－５，実ロ－

６）

（イ）技能実習に関係する機関相互の間で，技能実習に関連して，労働契約の不

履行に係る違約金を定める契約等が行われていないこと（実イ－６，実ロ－

７）

（ウ）監理団体の監理費用を徴収する場合は，技能実習生の受入れ前に，費用を

負担する機関に対して金額及び使途を明示し，技能実習生には直接的又は間

接的に負担させないこと(団体１－６)

オ その他の主な要件

（ア）「技能実習１号イ」で受入れが認められる技能実習生と実習実施機関との

関係

① 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員（実イ－１）

② 実習実施機関と引き続き１年以上の取引実績又は過去１年間に１０億

円以上の取引実績を有する機関の外国にある事業所の職員（機関－１）

③ 実習実施機関と国際的な業務上の提携その他の事業上の関係を有する

機関で法務大臣が告示をもって定める機関の外国にある事業所の職員

（機関－２）

（イ）「技能実習１号ロ」で技能実習生の受入れが認められる団体(団体１－１)

① 商工会議所又は商工会

② 中小企業団体

③ 職業訓練法人

④ 農業協同組合

⑤ 漁業協同組合

⑥ 公益社団法人又は公益財団法人

⑦ 法務大臣が個別に告示した団体

（ウ）講習の実施（実イ－７，実ロ－８）
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日本語，生活一般，修得技能に関する知識，技能実習生の法的保護に必要

な情報等に関する講習を一定期間以上（※）実施（「技能実習１号ロ」にお

いては，技能等修得活動を実施する前に監理団体が実施）

※ 技能実習１号における活動時間全体の６分の１（ただし，入国前６か月以内に実習

実施機関（「技能実習１号イ」の場合）若しくは監理団体（「技能実習１号ロ」の場

合）が本邦外で実施した講習又は外国の公的機関等が実施した外部講習を１か月以上

かつ１６０時間以上受けている場合は１２分の１）以上

（エ）技能実習生の受入れ人数（実イ－１１，実ロ－２４～２９）

実習実施機関の常勤職員数に応じて定める人数の範囲内（現行の受入れ人

数枠と同様に，「技能実習１号イ」では原則として常勤職員の２０分の１，

「技能実習１号ロ」では現行の特例告示による人数枠を継続。ただし，実習

実施機関の常勤職員数に技能実習生を含めない。）

（オ）報酬の要件（実イ－８，実ロ－２１）

日本人が従事する場合の報酬と同等額以上の報酬

（２）「研修」に係る主な基準（公的研修又は非実務研修のみ）

ア 公的研修として認められる研修（研修－５）

（ア）国，地方公共団体の機関又は独立行政法人が自ら受入れ機関となる研修

（イ）独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）等の事業として行われる研修

（ウ）国際機関の事業として行われる研修

（エ）我が国の国，地方公共団体等の資金により主として運営される研修

（オ）外国の国若しくは地方公共団体等の職員を受け入れる研修

（カ）外国の国又は地方公共団体に指名された者が，我が国の国の援助及び指導

を受けて行われる研修で，同人が本国において技能等を広く普及する業務に

従事している場合

イ 研修生受入れに係る欠格要件

上記（１）ウの（ア）ないし（エ）と同じ

ウ 上記ア及びイのほか新たに追加される要件

（ア）研修が継続不可能となった際の受入れ機関による地方入国管理局への報告

（研修－６）

（イ）受入れ機関による研修生の帰国旅費等の確保（帰国担保措置）（研修－

７）

（ウ）受入れ機関による研修実施状況に係る文書の作成，保存（研修－８）

２ 技能実習２号への変更基準の概要

（１）「技能実習２号イ」への主な変更基準（「技能実習１号イ」に係る上陸基準と
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同一の要件を除く。）

ア 技能検定試験基礎２級等に合格していること(変更１－２)

イ 「技能実習１号イ」の活動と同一の実習実施機関で，かつ，同一の技能等に

ついて行われること(変更１－４)

ウ 本邦での技能実習の活動期間が３年以内の期間であること(変更１－１７)

エ 「技能実習１号イ」の活動期間が１年以内であること(変更１－１７)

（２）「技能実習２号ロ」への主な変更基準（「技能実習１号ロ」に係る上陸基準と

同一の要件を除く。）

ア 「技能実習１号ロ」の活動と同一の実習実施機関で，かつ，同一の技能等に

ついて行われること(変更２－４)

イ 「技能実習１号ロ」の活動期間が１年以内であること(変更２－２８)

ウ 上記（１）ア及びウに該当すること(変更２－２，２８)

３ その他

（１）経過措置

改正法施行後に「技能実習１号イ」又は「技能実習１号ロ」で入国する者の在

留資格認定証明書交付申請では，改正法の施行前であっても改正基準省令を適用

するなど，必要な経過措置については附則で規定

（２）告示の廃止

「出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の基準を定める省令の研修の

在留資格に係る基準の５号の特例を定める件」等の関連告示を廃止

（用例）

実イ－１５：「出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の基準を定める省令（案）の

表の法別表第１の２の表の技能実習の項の下欄第１号イに掲げる活動」の第１

５号

実ロ－１２：「出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の基準を定める省令（案）の

表の法別表第１の２の表の技能実習の項の下欄第１号ロに掲げる活動」の第１

２号

研修－５ ：「出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の基準を定める省令（案）の

表の法別表第１の４の表の研修の項の下欄に掲げる活動」の第５号

変更１－２：出入国管理及び難民認定法第２０条の２第２項の基準を定める省令第１条第２

号

団体１－５：出入国管理及び難民認定法別表第１の２の表の技能実習の項の下欄に規定する

団体の要件を定める省令（案）第１条第５号

機関－１ ：出入国管理及び難民認定法別表第１の２の表の技能実習の項の下欄に規定する

事業上の関係を有する外国の公私の機関を定める省令（案）第１号


